
特定市民農園に係る相続税等の取扱いについて

１ 特定市民農園制度について

、 、本制度は 良好な都市環境の形成等に資する市民農園の整備を促進するため

一定の要件を具備した市民農園を特定市民農園として認定し、その特定市民農

園のために貸し付けられている土地についての相続税等の評価に当たっては、

その土地が当該特定市民農園として貸し付けられていないものとして評価した

価額から、100分の30を控除した金額によって評価しようとするものである。

２ 特定市民農園の要件

特定市民農園は、次のすべての要件に該当するもので、都道府県及び政令指

定都市が設置するものは農林水産大臣及び国土交通大臣から、その他の市町村

が設置するものは都道府県知事からその認定書の交付を受けたものをいう。

（１）地方公共団体が設置する市民農園整備促進法に基づく市民農園であるこ

と。

（２）地方自治法に規定された条例に基づいて設置される市民農園であるこ

と。

（３）当該市民農園の区域内に設けられる施設が、市民農園整備促進法に基づ

く市民農園施設のみであること。

（４）当該市民農園の区域内に設けられる建築物の建築面積の総計が、当該市

民農園の敷地面積の100分の12を超えないこと

（５）当該市民農園の開設面積が500㎡以上であること。

（６）市民農園の開設者である地方公共団体が当該市民農園を公益上特別の必

要がある場合その正当な事由なく廃止しないこと。

（７）土地所有者と地方公共団体との土地賃借契約に次の事項の定めがあるこ

と。

① 貸付けの期間が20年以上であること。

② 正当な事由がない限り貸付けを更新すること。

③ 土地所有者は、貸付けの期間の中途において正当な事由がない限り土

地の返還を求めることができないこと。
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特定市民農園の認定を受けるためのフロー

農林水産大臣・国土交通大臣
又は都道府県知事

②特定市民農園の基準に該当する ③特定市民農園の基準に
旨の認定の申請書 該当する旨の認定書

①土地貸借契約
土地所有者 地方公共団体
（貸主） 借主:市民農園

開 設 者



局長通達に定める取扱の適用を受けるためのフロー

農林水産大臣・国土交通大臣
又は都道府県知事

③特定市民農園として引き続き ④特定市民農園の認定に
管理する旨の申出書 変更がない旨の確認書

土地貸借契約
土地所有者 地方公共団体
（貸主） 借主:市民農園

開 設 者

①継続して貸し付けることに
相続開始 同意する旨の申出書
又は贈与 ②特定市民農園の用地として

貸し付けられている土地に
該当する旨の証明願

相続人又は ⑤特定市民農園の用地として貸し付
受贈者 けられている土地に該当する旨の

証明書
以下のものを添付するものとする

⑥相続税又は贈与税の申告 ・継続して貸し付けることに同意する
旨の申出書（受理印を付したもの）
の写し
・特定市民農園の基準に該当する旨の
認定書の写し

税務署 ・特定市民農園の認定に変更がない旨
の確認書の写し


